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第４４号議案

豊川市国民健康保険条例の一部改正について

豊川市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとす

る。

令和２年５月１３日提出

豊川市長 竹 本 幸 夫

豊川市国民健康保険条例の一部を改正する条例

豊川市国民健康保険条例（昭和３６年豊川市条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。

第７条第２項中「次条第２項において」を「以下」に改める。

附則に次の５項を加える。

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金）

６ 給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいい、賞与（健康保

険法第３条第６項に規定する賞与をいう。）を除く。以下同じ。）の支払を

受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき（新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附則第１条の２

第１項に規定する新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナウイルス感

染症」という。）に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイル

ス感染症の感染が疑われるときに限る。）は、その労務に服することができ

なくなった日から起算して３日を経過した日以後の労務に服することができ

ない期間のうち労務に就くことを予定していた日（以下「支給対象日」とい

う。）について、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、傷病手当金を

支給する。ただし、支給対象日の初日が令和２年１月１日から同年９月３０

日以後の市長が定める日までの期間に属する場合に限る。

７ 傷病手当金の額は、１日につき、支給対象日の初日の属する月以前の直近

の継続した３月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額（

その額に、５円未満の端数があるときはこれを切り捨て、５円以上１０円未

満の端数があるときはこれを１０円に切り上げるものとする。）の３分の２
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に相当する額（その額に、５０銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、

５０銭以上１円未満の端数があるときはこれを１円に切り上げるものとす

る。）とする。ただし、健康保険法第４０条第１項に規定する標準報酬月額

等級の最高等級の標準報酬月額の３０分の１に相当する額（その額に、５円

未満の端数があるときはこれを切り捨て、５円以上１０円未満の端数がある

ときはこれを１０円に切り上げるものとする。）の３分の２に相当する額（

その額に、５０銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、５０銭以上１円

未満の端数があるときはこれを１円に切り上げるものとする。）を超えると

きは、その額とする。

８ 傷病手当金の支給期間は、支給対象日の初日から起算して１年６月を超え

ないものとする。

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と他の

法令による給付との調整）

９ 附則第６項の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の事由につ

き、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組

合法又は高齢者医療確保法の規定によって、これに相当する給付を受けるこ

とができる場合には、行わない。

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与

等との調整）

１０ 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型

コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部

を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷

病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附

則第７項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給す

る。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊川市国民健康

保険条例の規定は、令和２年１月１日から適用する。
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理 由

この案を提出するのは、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に

対し傷病手当金を支給するため必要があるからである。


